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★感染が疑われる職員・利用者が発生した場合／職員・利用者に感染が確認された場合

横浜市 エクセルシートに記入しメールで報告 https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/kaigo-corona.html#utagai

川崎市 （川崎市被保険者の発症の場合のみ）報告フォームより報告 https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000114508.html

→ フェーズごとに随時報告し、各市町村担当部署と連絡を取り合うこと

RT ver.7 R4.7.26改訂

ＰＨ２：濃厚接触者と判定された場合を含む

★出勤中に「濃厚接触者」と判定された旨が判明した場合、

判明時点でサービス提供を中止し、帰宅する。

連絡・引継ぎは電話等の直接対面しない方法で行う。

ＰＨ２：濃厚接触者と判定された場合を含む

★サービス提供中に「濃厚接触者」と判定された旨が判明した場合、

判明時点で隔離。自宅連絡の上、可能な限り早期に帰宅する。

当該利用者の利用スペース、器具および利用送迎車の消毒を実施する。
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報告 管理者LINEにて周知 （所属・氏名公表）

→ 所属・利用事業所、接触のあった者が出入りした事業所

感染発生（PCR陽性）に備えた準備

→接触者／担当ケアマネのリストアップ 連絡体制・作業分担準備

→ 所属・利用事業所以外

基本的に公表は控える

必要な場合のみ管理者判断で（匿名・所属のみ公表）

→ 全事業所

TUNAGにて感染発生を通知（匿名・所属のみ公表）

以降、必要に応じて経過を報告する

社
内
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→ 外部公表（匿名・所属のみ公表）

・当該職員・利用者が接触した利用者のケアマネージャー

★第一報 → フェーズごとに随時報告する

・（報告タイミングはＣＭ相談の上）利用者本人・家族

◆管理者責任者：継続的に本人と連絡を取る。管理者LINEに症状経過を適宜報告する。◆全職員：誰もが感染しうることを理解し、本人のメンタルケアを念頭に置いて行動する。

★濃厚接触者と判断された利用者は

最終接触日or感染対策実施日の遅い方を

0日目とし、5日目までサービス見合わせ
（2・3日目に抗原検査陰性→3日目より利用可）

（保健所指導があれば従う）

サービス継続
保健所行動調査の結果判明までサービス停止 保健所に指示に基づいてサービス停止 or 再開

サービス継続

(感染対策に一層の配慮)

保健所行動調査の結果判明までサービス中断 保健所に指示に基づいてサービス停止 or 再開

保健所行動調査への

積極的な協力

定期・一般PCR陽性判定

★予備検査扱い・ＰＨ１相当★

主治医or相談センター経由で

医師による確定診断を行う

医師・保健所指示に基づく

PCR検査前、検査中は

「陽性」と同等に扱う

医師・保健所指示に基づく

PCR検査前・検査中は

「陽性」と同等に扱う

★保健所業務が逼迫し行動調査が入らない場合 → 濃厚接触者の有無を事業所判断

①発症日（無症状の場合は検査の検体採取日）前２日間の1m以内・15分以上の接触有無

②接触時の適切な感染防御策（マスク・手袋・アイガード等）の実施有無

※「濃厚接触者」と判定されない感染対策を日常的に実施しているはずです

★保健所業務が逼迫し行動調査が入らない場合 → 濃厚接触者の有無を事業所判断

①発症日（無症状の場合は検査の検体採取日）前２日間の1m以内・15分以上の接触有無

②接触時の適切な感染防御策（マスク・手袋・アイガード等）の実施有無

※「濃厚接触者」と判定されない感染対策を日常的に実施しているはずです

★同居(同等)家族に

陽性者が発生した場合

→ 保健所調査を待たず

「濃厚接触者」と扱う

濃厚接触者が発生した場合

本人・家族に体調不良あり

→ 利用を控えて頂く

本人・家族に体調不良なし

→ 利用可能

★同居(同等)の家族に

陽性者が発生した場合

保健所調査を待たず

「濃厚接触者」と扱う

濃厚接触者が発生した場合

本人・家族に体調不良あり

→ 出勤を控える

本人・家族に体調不良なし

→ 出勤可能

★濃厚接触者と判定された職員は最終接触日or感染対策実施日の遅い方をを0日目とし5日間の自宅待機

★2日目・3日目に抗原検査陰性 → 3日目から待機解除・出勤可能

保健所による事業所への

行動調査が困難な期間の対応

保健所による事業所への

行動調査が困難な期間の対応

★濃厚接触者と判定された職員は最終接触日or感染対策実施日を0日目とし5日間の自宅待機

★2日目・3日目に抗原検査陰性 → 3日目から待機解除

事業所判断により濃厚接触者のサービス停止／出勤停止 行政指示あれは休業

事業所判断により濃厚接触者の出勤停止 行政指示があれば休業

無症状陽性：検体採取日を0日目とし7日間

無症状陽性：検体採取日を0日目とし7日間

有症状陽性：発症日を0日目とし10日間


